ホットな消費者ニュース　　
　　　　　　　　　　～あなたの地域の危ない商法・平成２１年４月号～
★　住宅用火災警報器の悪質な訪問販売に注意！　　　　
　（相談事例）
　　　訪問販売で自宅を訪問してきた業者が「住宅用火災警報器をすぐに設置しないといけない。」等と色々言ってきたが、信用できないので断った。住宅用火災警報器の設置場所について知りたい。
　　
　（アドバイス）

福岡県内では、既存住宅でも平成２１年５月３１日までに住宅用火災警報器の設置が必要になりました。（詳しくは、福岡県消防防災課ホームページhttp://www.bousai.pref.fukuoka.jp/shoubou/jukeiki.htm　　　　　　　　　　　　　　　を参照して下さい。）この住宅用火災警報器はホームセンター等で気軽に購入できます。住宅用火災警報器は消防署が販売することはありません。「消防署（の方）から来ました。」と言われたらご注意ください。
　住宅用火災警報器の設置場所については、居住地を管轄する消防本部（局）にお尋ねしていただくと確実でしょう。
　　　
★　定額給付金の給付をよそおった詐欺に注意！
　（相談事例）
　　　自宅を訪問してきた男が「役所の者です。××万円をいただければ定額給付金の手続きがすぐにできます。」等と説明したので、信用して××万円を渡した。しかし、その後連絡が何もない。
　　　
　（アドバイス）

　福岡県内においては、早いところでは定額給付金の申請・給付の手続きが３月中旬から開始されます。
　先日、定額給付金については、初の詐欺被害のニュースが報じられました。定額給付金の給付をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の問い合わせ」にご注意下さい。市町村などが「定額給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありませんし、ＡＴＭ（銀行・コンビニ等の現金自動預払機）の操作をお願いすることも、絶対にありません。また、ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にありません。

★　地デジ（地上デジタル放送）移行をめぐる相談
（相談事例）　
「地上デジタル放送の検査をします。」と言って訪問してきた業者に、「団地の人はみんな契約している。」等のセールストークで説得されて契約した。しかし、団地の近所の友人は皆契約していなかったので解約　　
したい。
（アドバイス）
　現在のアナログテレビ放送は、2011年7月24日までに終了し、デジタル放送に完全移行することになっています。この完全移行については、消費生活センターにもたくさんの消費生活相談が寄せられています。
いわゆる地デジ詐欺の事例については、総務省九州総合通信局のホームページ（http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/）を参照して下さい。

また、地上デジタル放送に関しての質問・要望・苦情は各地域にある「総務省テレビ受信者支援センター」（九州・沖縄地域　℡０９２－５３１－２２９１）に連絡して下さい。

	　～困ったときは気軽にご相談下さい。～　　各消費生活センターの相談窓口

＊電話のかけ間違いにご注意下さい。

　福岡県　　０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）

　福岡市　　０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可）

　北九州市　０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）

　久留米市　０９４２－３０－７７００　　　　飯塚市０９４８－２２－０８５７

　宗像市　　０９４０－３３－５４５４


